
▲操作方法はこちら

市では、全国のコンビニエンスストアなどで住民票の写し等の証明書を半額で取得できるキャンペーン
を実施します。

証明書の種類 コンビニ交付手数料 注意事項

住民票の写し

1通につき150円
（窓口では300円）

・茂原市に住民登録がある方のみ取得できます。
・本籍・筆頭者、世帯主・続柄、マイナンバー（個人番号）

の記載の有無を選択することができます。
・住民票コードの記載や除票（転出、死亡した方の住民票）

の取得はできません。
・同一世帯に転出予定者がいる場合など、取得できない場

合があります。

印鑑登録証明書
・茂原市に住民登録がある方のみ取得できます。
・印鑑登録をしている本人の証明書のみ取得できます。

所得証明書

・最新年度の証明書のみ取得できます。
（最新年度は6月中旬頃に更新）
・その年の1月1日から引き続き茂原市に住民登録があり、

かつ税申告済みの方に限ります。
・未申告や被扶養者などの申告が無い方は取得できません。

※各種証明書取得後の交換、返金はできません。
※マイナンバー（個人番号）を記載した住民票の写しは、利用先が限られますのでご注意ください。
※同一世帯に支援措置（発行制限）を受けている方がいる場合は取得できません。

◆実 施 期 間　4月1日㊌～令和9年3月31日㊌
◆必 要 な 物　マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書暗証番号（数字4桁）
◆利 用 時 間　6時30分～23時（年末年始、メンテナンス時を除く）
◆操 作 方 法　コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機のメ

ニュー画面に表示されている「行政サービス」ボタンを押し、画面
の指示に従って操作してください。

◆注 意 事 項　暗証番号を3回間違えるとカードがロックされます。その際は、
市役所5階マイナンバーカード交付所または本納支所で暗証番号の再設定が必要となります。

問合せ 市 民 課（２階）　☎(20)1502　 (20)1600
　　　　市民税課（２階）　☎(20)1577　 (20)1609

コンビニ交付手数料
半額キャンペーンを実施します
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